
佐賀県における３Ｒの取組について 

 

１ 概   況  

当県では、環境施策の大綱として「佐賀県環境基本条例」の規定に基づき、

平成１２年３月に「佐賀県環境基本計画」を策定し、平成１７年３月に同計画

を改定したところである。 

佐賀県環境基本計画においては、３つの基本指針のひとつに「環境への負荷

の少ない循環を基調とする社会づくり」を掲げ、施策を推進している。 

そこで、循環型社会形成推進基本法（平成１２年６月施行）の趣旨に則り、

平成１８年１２月に県内における循環型社会を形成していくための指針となる

べき計画として「佐賀県廃棄物処理計画」を策定し、この計画に基づき循環型

社会の形成に取り組んでいる。 

 

２ 現状と目標 

 佐賀県廃棄物処理計画において、一般廃棄物及び産業廃棄物に係る平成２２

年度目標値を以下のとおり設定しております。 

【一般廃棄物】 

【産業廃棄物】 

 注１）保管等その他量を記載していないため、排出量と個々の計が一致していない。 
 注２）四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。 

      区分 

項目 

平成２０年度 平成２２年度 

現状値 目標値 

ごみ総排出量 ２７万６千トン 
２６万９千トン 

〈９７．５パーセント〉 

１人１日当たりの 

排出量 
８７３グラム ８４９グラム 

リサイクル率 １８．０パーセント ２２．２パーセント 

最終処分率 ７．６パーセント ７．９パーセント 

      区分 

項目 

平成２０年度 平成２２年度 

現状値 目標値 

排出量 ３３２万７千トン 
３１６万６千トン 

〈９５．２パーセント〉 

再生利用量 

（再生利用量率） 

１６７万９千トン 

〈５０．５パーセント〉 

１６１万６千トン 

〈５１．０パーセント〉 

中間処理による減量 

（減量化率） 

１５５万６千トン 

〈４６．８パーセント〉 

１４６万９千トン 

〈４６．４パーセント〉 

最終処分量 

（最終処分率） 

８万７千トン 

〈２．６パーセント〉 

７万９千トン 

〈２．５パーセント〉 
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３ 施策の方向 

 佐賀県廃棄物処理計画において、適正処理体制を確保するため、以下のとお

り努めるとしている。 

 

【一般廃棄物】 

○ごみ処理広域化計画の推進 

・県内４ブロックでの広域処理を目指すこと 

・ごみ処理広域化に向けた体制整備 

地域の循環型社会の形成に見合ったごみの中間処理施設整備の推進 

最終処分場の整備 

○適正処理に関し必要な事項 

  ・廃棄物処理に係る防災体制の整備 

 

【産業廃棄物】 

○産業廃棄物処理施設の整備 

 ・静脈産業の育成支援 

・減量化、リサイクル施設整備の促進 

 ○公共関与による安全、安心な施設の運営 

  ・高度な処理が可能な焼却・溶融施設（１日当たり８４トン） 

  ・モデル的施設となるような管理型最終処分場（４１万３千立方メートル） 

 ○不法投棄に係る監視及び指導の強化 

 

４．課 題 等 

 各種施策の実施により、一定の成果は見られたところであるが、 

 ・一般廃棄物の排出量は、平成１５年度から平成１８年度までは増加傾向

で推移し、平成１９年度からは減少に転じているものの、リサイクル率

は頭打ちとなっていること。 

・産業廃棄物の最終処分量は減少したものの、排出量はほぼ横ばいの状況

となっていること。 

・不法投棄件数は減少傾向にあるものの、撲滅には到っていないこと。 

など、今後とも、廃棄物の減量化・リサイクル・適正処理など事業者の３Ｒ

の取組を推進するとともに、事業者の事業活動に大きな影響を与える県民の

ライフスタイルを見直し、リデュース・リユース・リサイクルの推進に向け

た取組を進める必要がある。 

 


